
の認識はあ りま したか。

その認識はあ りません。

特任教員任用規程第9条を見ますと,③で学部長が授業担当計画を推薦委員

会に提出するとありますが,①は推薦委員会は対象者に過去 5年間の研究業

績の提出を求めると,②は教務委員長が過去 5年間の授業実績状況を委員会

に報告するとありますけれども,別に①の順番で手続されるとは書1/hて ませ

んけれども,特任教員の任用申請があつたら推薦委員会は必ず組織されて,

何らかの対応をするものが大前提になっているんじゃないんですか。

そうとは限らないと思います。

そういう理解ですか。

は い 。

被告 ら代理人

甲第 13号証を示す

主張書面なんですが,債権者里上さんと大学 との争いなんですけれ ども,里

上 さんとい うのは何学部の人か御存 じですか。

いや,知 りません。

人間科学部 じゃないですか。

人間科学部です。

里上事件の場合,具体的に内容をあなたは御存 じですか。

細か くは知 りませんけれ ども,最終的に。

最終的に採用が理事会で否決 されたとい うことは御存 じですか。

はい,知ってます。

教授会では通つたけれ ども理事会で否決 されたと,これは御存 じで しょう。

|ま しヽ。

そ うすると,今回の案件 とはちょつと違 うんですね。

は しヽ 。
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乙第 26号証を示す

次に,外書購読の件なんですが,あなたの陳述書を見ます と,何か,大学院

の,先ほどの証言では,増や していくと,こ うい うふ うな供述をされたんで

すが,あなたの陳述書の 3ページを示 します。 「現状の担当者での開講が成

果を挙げていないことか ら」 とい う前に,当初の外書購読の趣旨とい うのは

入試対策なんだと,増やす とか何 とかとい うことじゃなくて,外書購読の趣

旨とい うのは大学院進学者の入試対策だと,それからして現状の担当者での

開講の成果を上げてないことから必要度が低いから廃止するか,特定者に限

定されず,大学院出題傾向に明るい人が担当するなどにより,ふさわしい方

がいるのではないかとい う意見がありましたと,こ うい うくだ りがあなたが

書かれた文であるんですけど,気になったのは,大学院の数を増やすために ,

吉井先生が必要かどうかとい うような,そんな観点の話になったとい うこと

ですか。

いえ,違います。

先ほどの原告代理人の質問とかみ合わなかったので聞きま したが,そ うでは

ないんですね。

}ま しヽ。

陳述書に書かれているとい う とで,こ のとおりでいいですか。

はい,そ うです。

教務委員長というのはどういう立場の方ですか,カ リキュラム委員長との違

いを御説明ください。

教務委員長は全学的な立場で,全体的なカリキュラム。

全体的なカリキュラム。

全体的な仕組み作りを調整するという役目です。

カリキュラムについて調整するんですか。

カ リキュラムじゃなくて,仕組みですね。例えば,演習 Ⅲですね,ゼ
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ミにな りますけれ ども,適正な教室配置 とい う問題がありますので ,

全学挙げて,演習 Iを 同じ時間あるいは同じ曜 日で設置 します と大変

なことが起きますので。

バッティングが起きると。

はい,そ うしたガイ ドラインを作ってはどうかとか,そ うい う提案を,

全体的な形で運営するのが教務委員長です。

そ うすると,教務委員長 といつたら,大経大には 4学部あ りますよね。

は い 。

どこかの学部 と決まつてないんですか,特定の学部から選ばれるとい う。

わけではありません。

そ うすると,年度によつては,それぞれ教授の出身母体は替わるんですか。

はい,替わ ります。

原告代理人

外国書購読の件ですけども,原告を外そ うとした趣 旨は大学院の出題傾向に

かなった授業ができるようにとい うところなんですよね。現在はその後 どの

ように外国書購読のあ り方を変えたんですか。

今のところはまだ継続はしてます。

授業内容は基本的には変わらず。

は い 。

原告の授業計画を検討する際のカ リキュラム検討委員会を開催する以前に ,

どなたかか ら,原告の特任教員の任用は,さ せるべきだ,あるいはさせるベ

きじゃない とか,そんな意見は聞いたことはありますか。

あ りません。

裁 判 官

カ リキュラム検討委員会の委員長をされてたとい うことなんですけれ ども,

今 もや られてるのか, どこかでやめられてるのか。

黎
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